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【経営基本情報】

○団体の基本情報

40.9 ％

○主な事業内容

事業名

(1) 緑の募金活動
全事業合計に占める割合

(2) 緑化推進活動
全事業合計に占める割合

(3)
全事業合計に占める割合

(4) (1)～(3)以外の事業

全事業合計に占める割合

全事業合計
全事業合計に占める割合

[事業の概要]

(1)

(2)

(3)

(4)

常勤役員 人 人 人

うち、県退職者 1 人 1 人 1 人 H20平均年齢
※

： - 歳

うち、県派遣 0 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

：

常勤正規職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 0 人 1 人 H20平均年齢
※

： 54.0 歳

うち、県派遣 0 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

：

その他職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 0 人 0 人

備考

社団法人三重県緑化推進協会

135,202,148

059-224-9100

三重県津市桜橋１丁目１０４番地

http://www.ztv.ne.jp/web/mieryokusui/

059-224-9118

会長 川喜田 久

FAX番号

県所管部等

昭和60年10月1日

0.0%

1 1 1

平成18年度

1 1 2

平成18年度

12,836

35.7%

平成19年度

9,314

24.2%

環境森林部

13,403

○役職員の状況

0.0%

23,169

64.3%

0.0%

36,005

代表者

1 1

緑の募金活動及び募金を財源とした森林・緑地の整備、森林づくり・緑化ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の支援

緑化普及啓発（緑化ﾎﾟｽﾀｰ募集、緑の少年隊・森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成、森林・緑への意識啓発）

平成19年度

1
業務補助職員１名

毎年、総会に役員報酬に
ついて提案し、承認を得て
定めている。

所在地

ＨＰアドレス

設立年月日

電話番号

0.0%

34.8%

県出資額

100.0%

65.2%

25,071

団体の目的

[事業規模(事業費)]

健全な森林づくりと緑豊かな環境整備及び「緑の募金」を推進することによ
り、豊かな県土づくりに寄与することを目的とする。

円

100.0%

38,474

平成20年度

(単位：千円)

備考

29,099

75.8%

3,118  千円

団体名

※派遣職員は含まない

100.0%

0.0%

0.0%

38,413

平成20年度

県出資割合
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【団体自己評価結果】

比率 評価 比率 評価 比率 評価

90 Ａ 90 Ａ 85 Ｂ

66 Ｂ 77 Ｂ 71 Ｂ

78 Ｂ 73 Ｂ 69 Ｂ

87 Ｂ 78 Ｂ 76 Ｂ

《団体自己評価コメント》

目 的

経営計画

事 業

経営状況

総括コメント

《団体の達成目標》

●年次事業計画による達成目標
《定性目標》

《定量目標》

数値目標 単位
目標
実績
目標
実績
目標
実績

●中長期計画による達成目標

団体名 社団法人三重県緑化推進協会

C（３０％～  ５９％）：改善を要する D（  ０％～２９％）：大いに改善を要する

経営状況

18年度

A（９０％～１００％）：良好な事象や傾向がみられる

19年度

目 的

経営計画

協会会員数

平成20年度目標

平成20年度実績

平成21年度目標

当法人の活動の重点目標を、①緑の募金の拡充 ②森林ボランティア育成 ③森林環境教育
の拡充、として多様な県民の参加による森林・緑づくりを推進する。

219

定量目標達成を最優先として取り組むほか、県民参加の森林づくりを推進する。また、事務改
善を図りながら公益社団法人の認定を目指す。

3,000 3,100

100

3,090
219

510
100

215

緑化基金(H20年から5か年の総額)

3,200

万円
100

緑の募金実績
3,200

人 210

１．緑の募金への募金額 年間4,000万円 （平成２４年度までの達成目標）
  ２．協会会員数         221人 〃

３．緑化基金への寄付金額         500万円   〃

中長期計画上は、緑の募金事業について、緑の募金収入31,000千円を目標に掲げていたが、100年に
1度とも言われる未曾有の経済不況の影響を受け、28,467千円（対前年度比△7.9%）にとどまった。一
方、民間企業からの支援により、三重自然の森づくり基金を設置することで将来的に事業拡大を図る
目途がついた。

100

2,847

指標

215
213

当法人の主要財源である「緑の募金」の減収により、当期経常増減額は△8,983千円となり経営状況
が悪化した。しかし、民間企業から30,000千円の寄付金を受け新たな基金を設置したことにより正味財
産は増加した。

万円

平成21年度

平成20年度コメント

当法人は、「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」に基づく、県内唯一の「緑の募金」の事
業団体に指定されており、「緑の募金」運動や「緑の募金」を原資とした「県民参加の緑化運動」を県内
全域で展開し、「緑豊かな県土づくり」を推進することを目的としている。

当法人の中核的事業である緑の募金事業は、経済不況の影響により緑の募金収入が減収となった
が、事業費ベースでは対前年度比16.1%増となり、概ね計画した事業を実施できた。また一般会計事業
については、緑化基金事業の減により事業費ベースで対前年度比△30.5%の減となった。全体的に
は、森林・緑への県民の関心が高まる中、募集定員を大幅に上回る参加希望者がでる事業もあり、概
ね計画した事業を実施できた。

平成19年度 平成20年度

   当法人の主要事業である緑の募金事業は、緑の募金収入が主要な財源であるが、募金収入は社
会経済の状況に左右されやすい性質をもつため、今後は、事業の見直しや経費の節減などの経営改
善に取り組み、収支が均衡した事業運営を行うことにより、当期経常増減額がプラスとなるようにす
る。また、緑の募金運動の輪が広がり、募金額が増加するよう、今後も自治会組織や企業、職場募金
の要請等幅広く運動を展開していくとともに、募金者の期待と関心の高さを今後の森林づくりに反映さ
せるため、森林づくり等の成果を広報し、森林ボランティアなど森林づくりの先導役を育成していく。更
に、公益社団法人の認定を受けるため、法人の運営体制の整備、事業の効率化・改善に取り組む。

「緑の募金」は、経済不況の影響を受け大幅に減少したが、「緑の吸収源対策事業」等を５カ
所で実施するなど事業推進には一定の成果を得ることができた。

事 業

B（６０％～８９％）：やや良好な事象や傾向がみられる

20年度

0

50

10
0

目 的

経営計画

事 業

経営状況
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18 年度 19 年度 20 年度

目 的

経営計画

事 業

経営状況

【知事等の審査及び評価結果】

20年度コメント

            ＋ ：団体自己評価結果に比べて高く評価（良好な点が認められる）
            － ：団体自己評価結果に比べて低く評価（課題が認められる）
          空白：団体自己評価結果と概ね同じ評価

団体名 社団法人三重県緑化推進協会

当法人は緑の募金法に基づき、緑の募金事業を行う県内唯一の団体で、緑化推進や森林・緑の普及啓発
活動に重要な役割を担っている。

緑の募金事業については、市町との協働による家庭へのＰＲや企業等への協力要請等に取り組んだが、昨
年来の経済不況が一因となり緑の募金額は減少した。しかし、平成20年度における計画事業については緑の
吸収源対策、緑化普及啓発事業や市町及び民間団体が行う事業への助成等の森林・緑化事業を概ね実施で
きた。

緑の募金が減収する厳しい状況の中、今後も財務基盤を強化するために、緑の募金の効果的、効率的な普
及活動を継続的に行い、また新規会員の加入や緑化基金への寄付の促進を積極的に図る必要がある。ま
た、緑の募金の減収により、当期経常増減額が悪化したので、今後はニーズの減少した事業の見直しや事業
費及び管理費の削減等、積極的に事業運営の改善に取り組み、継続して当期経常増減額がプラスとなるよう
に事業を運営することが必要である。

《知事等の総括コメント》

当法人は、緑の募金法に基づき緑の募金事業を行う県内唯
一の団体であり、緑化の推進や森林・緑の普及啓発活動に
重要な役割を担っているが、今後は昨年来の経済不況のよう
な社会経済状況の変化にも対応できるように経営改善に取り
組む必要がある。

会員数や緑化基金への寄付は微増したが、緑の募金額につ
いては、昨年来の経済不況が一因となり平成20年度の目標
額に達しなかったため、今後の対応策を検討し、緑の募金額
の増加を図っていく必要がある。

緑の募金収入が減収となったが、計画した事業を概ね実施し
ている。しかし、事業収支が悪化しているため、今後は、緑の
募金の効果的、効率的な普及活動を継続的に行うとともに、
ニーズの減少した事業の見直しや経費削減等により事業収
支の改善を図ることが必要である。

緑の募金が減収したことにより、当期経常増減額が△8,983
千円となり経営状況は悪化した。しかし、民間企業から30,000
千円の寄付金を受け、新たな基金を設置したことにより正味
財産は増加した。今後は、積極的に事業運営の改善に取り
組み、継続して当期経常増減額がプラスとなるように業務を
運営することが必要である。
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存在意義・価値 

ビジョン 

経営 
マネジメント 

 
「ＰＬＡＮ」  

 

「ＤＯ」 

 

「ＳＥＥ」  

財務基盤の健全性 
(財務等の結果) 

【目的】・・・出資法人の存在意義 
○ 団体の目的や事業は社会的要請に適合し、また事業の実

施主体は、県出資法人でなければならないか。 
○ 県の主要出資法人（25%以上出資）として、透明度や説
明責任が十分確保され、社会的責任が果たされているか。 
○ 環境変化に対応した経営改善・革新をしているか。 

【経営計画】・・・中長期的な視点での運営 
○ 県出資法人としての経営課題が把握され、中長期的な視

点を持った団体の運営をしているか。 
○ 県の方針と合致した運営をしているか。 
 

【事業】・・・事業執行や体制についての評価・改善 
○ 事業に対するマネジメント（ＰＤＳ）サイクルを十分に

実施しているか。 
○ 事業等に対する体制を、十分確保・整備しているか。 

 

【経営状況】・・・財政基盤の健全性 
○ 財務基盤は健全で、安定的か。 
○ 将来的に破綻する危険のある要素を把握対応しているか。 



【経営基本情報】

○ 団体の基本情報

円 ％

○ 主な事業内容

(単位：千円)

事業名

(1)

全事業合計に占める割合

(2)

全事業合計に占める割合

(3)

全事業合計に占める割合

(4) (1)～(3)以外の事業

全事業合計に占める割合

全事業合計

全事業合計に占める割合

[事業の概要]

(1)

(2)

(3)

(4)

常勤役員

うち、県退職者 人 人 人 H20平均年齢
※

： 歳

うち、県派遣 人 人 人 H20平均年収
※

： 千円

常勤正規職員

うち、県退職者 人 人 人 H20平均年齢
※

： 歳

うち、県派遣 人 人 人 H20平均年収
※

： 千円

その他職員

うち、県退職者 人 人 人

平成19年度

備考

○役職員の状況

平成18年度

代表者

所在地

ＨＰアドレス

設立年月日

電話番号

平成18年度

県出資額

団体の目的

[事業規模(事業費)]

平成19年度

備考

FAX番号

県所管部等

県出資比率

平成20年度

団体名

※派遣職員は含まない

平成20年度

団体の設立年月日及び設立後の統合等、重要な変更の内容

基本財産（または資本金）等のうち県出資額の占める割合

平成20年度の事業規模（事業費、売上高等）の上位３事業の事業規模

上記の表に記載した事業の概要

週３日以上出勤している役員数

週３日以上出勤し、かつ期限付き採用でない職員数

週３日以上出勤し、かつ期限付きで採用されている職員数

常勤役員の平均年齢・年収

常勤正規職員の平均年齢・年収
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18 年度 19 年度 20 年度

目 的

経営計画

事 業

経営状況

【知事等の審査及び評価結果】

20年度コメント

  ＋ ：団体自己評価結果に比べて高く評価（良好な点が認められる）
  － ：団体自己評価結果に比べて低く評価（課題が認められる）
空白：団体自己評価結果と概ね同じ評価

団体名

《知事等の総括コメント》

団体の所管部局が、各分
野の自己評価結果を審査
及び評価した結果
※団体の自己評価と比べ
て高く評価した（良好な点
が認められる）場合は｢
＋｣､低く評価した（課題が
認められる）場合は｢－｣を
記入し、
概ね同じ評価の場合は空
白

団体の所管部局が、各分野別の自己評価
結果を審査及び評価したコメント
※県として法人の取組状況や成果等につ
いて、より評価できる点や課題が認められ
る点を記入

上記審査及び評価を踏まえた県の立場からのコメント
（記載項目）
・法人全般についての取組状況、成果、事業実施の状況
・法人の自己評価の内容
・法人が抱える課題とそれらに対する法人の取組方針
・今後の県の方針
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審査及び評価基準等 
 

平成１４年９月３０日制定 
平成１９年３月１９日改定 

 
 
１ これは、県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例第９条第２

項の規定により、県が審査及び評価を実施する際の基準である。 

 

 

２ 審査及び評価は、法人からの報告を受け、法人の目的、事業、経営計画及

び経営状況について、「必要性」「効率性」「有効性」「市場性」の観点から実

施するものとする。 

 

 

３ ２に規定する観点は次のとおりとする。 

（1） 「必要性」の観点  

・法人の目的や実施事業が、県民や社会のニ－ズに照らして妥当か 

・法人の目的や実施事業が、設置根拠となっている法律等、上位の目的と

照らして妥当か  

 

（2） 「効率性」の観点  

・投入された資源量に見合った結果が実際に得られているか  

・必要な結果がより少ない資源量で得られる方法がないか 

・同一の資源量でより大きな結果が得られる方法がないか 

 

（3） 「有効性」の観点 

・事業の実施により、期待される効果が実際に得られているか  

・事業実施にあたり的確な目標を設定しているか 

 

（4） 「市場性」の観点 

・県民や社会のニーズ等、事業を取り巻く環境を的確に把握しているか 

・把握したニーズ等を事業内容に反映しているか 

 

 

４ 県は、審査及び評価を行った結果について、「団体自己評価」の「所管部局

の審査及び評価結果」のシートに、次の手順により記載するものとする。 

（1） 「団体自己評価」の「自己評価結果」欄に記載された評価と比べ、良好

な点が認められるなど高く評価する場合には＋の記号、課題が認められる

など低く評価する場合には―の記号を当該年度の評価として記載するもの

とする。また、おおむね妥当と認められる場合には記号を付さないものと

する。 
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（2） コメント欄には審査の結果及び評価の理由等を記載するものとする。 

（3） 総括コメント欄には、県として認識している団体の課題や取組方針につ

いてコメントを記入するものとする。 
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県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例（平成１４年三重県条例第４１号） 

（目的） 

第一条 この条例は、社会経済情勢の変化に対応し、県が出資法人を通じて機動的かつ弾力的に実現

しようとする多様な行政目的の確実かつ効果的な達成を図るため、県の出資法人への関わり方に係

る基本的な事項を定め、もって公正で透明性の高い、簡素かつ効率的な県行政の実現に寄与するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において「出資法人」とは、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資

する法人をいう。 

２ この条例において「二分の一出資法人」とは、出資法人のうち県の出資の割合が二分の一以上の

ものをいう。 

３ この条例において「四分の一出資法人」とは、出資法人のうち県の出資の割合が四分の一以上二

分の一未満のものをいう。 

４ この条例において「主要出資法人」とは、二分の一出資法人及び四分の一出資法人をいう。 

５ この条例において「規則」とは、知事が地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第十五条第

一項の規定により制定する規則、教育委員会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三

十一年法律第百六十二号）第十四条第一項の規定により制定する教育委員会規則及び公安委員会が

警察法（昭和二十九年法律第百六十二号）第三十八条第五項の規定により制定する公安委員会規則

をいう。 

（役割分担と協働） 

第三条 県は、県と出資法人とが、各々の役割及び責任の分担を明確にし、出資法人の自律性を高め

るとともに、両者が協働して、県民の福祉を向上させるよう努めなければならない。 

（事業） 

第四条 知事、教育委員会又は公安委員会（以下「知事等」という。）は、その所管に係る主要出資

法人がその目的に照らし、適切な内容の事業を効果的かつ効率的に行うよう、必要に応じて、助言、

指導又は勧告（以下「助言等」という。）を行うものとする。 

（情報公開） 

第五条 知事等は、その所管に係る主要出資法人が情報公開を積極的に推進するよう、必要に応じて、

助言等を行うものとする。 

（役員） 

第六条 知事等は、その所管に係る主要出資法人の理事、監事その他の役員について、その職責にか

んがみ、適任者が選任されるよう、必要に応じて、助言等を行うものとする。ただし、法令、定款

又は寄附行為において、役員の選任が知事の任命又は認可によることが定められている主要出資法

人については、この限りでない。 

（財務運営） 

第七条 知事等は、その所管に係る主要出資法人において、適切な会計処理、安全かつ確実な資産運

用等適正な財務運営が行われるよう、必要に応じて、助言等を行うものとする。 

（県の委託業務等） 

第八条 県がその業務を出資法人に委託する場合の委託料の金額は、当該業務の対価として相当なも

のでなければならない。 

２ 県が出資法人に対して交付する補助金、交付金その他これに類するものについては、当該出資法

人の目的及び事業に即したものでなければならない。 

（評価） 

第九条 知事等は、規則で定めるところにより、毎年一回、その所管に係る二分の一出資法人に対し

て、当該二分の一出資法人が自らその目的、事業、経営計画及び経営状況の評価を行い、その結果

を報告するよう求めるものとする。 

２ 知事等は、前項の規定による報告について、あらかじめ定める基準に従い、審査及び評価を行う

ものとする。 

３ 知事等は、その所管に係る四分の一出資法人に対して、前二項の規定の例により、報告を求め、

審査及び評価を行うよう努めなければならない。 
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４ 知事は、前二項の規定による審査及び評価の結果について、議会に報告するとともに、公表する

ものとする。 

（法人形態の転換等） 

第十条 知事等は、その所管に係る主要出資法人に対して、当該主要出資法人の目的の達成の程度、

事業の実施状況、組織の実態等にかんがみ、必要と認めるときは、統廃合、解散又は法人の形態の

転換について、助言等を行うものとする。 

２ 知事等は、その所管に係る主要出資法人がその基本財産その他の資産の運用益を財源として実施

することを予定していた事業のうち、社会経済情勢の変化その他の理由により当該運用益によって

財源を確保することが困難となっているものであって、かつ、当該主要出資法人の目的及び当該主

要出資法人を通じて実現しようとする県の行政目的の達成のために有用と認められるものであると

きは、当該事業の全部又は一部を公益信託ニ関スル法律（大正十一年法律第六十二号）第一条に規

定する公益信託により実施することについて、助言等を行うものとする。 

（出資割合等の見直し） 

第十一条 知事等は、その所管に係る出資法人を通じて実現しようとする県の行政目的と出資法人の

自律的運営とを勘案して、出資の割合、役員及び職員の派遣、支援その他県の出資法人への関わり

方について、適宜見直しに努めなければならない。 

２ 県は、出資法人のうち県の出資の割合が四分の一未満のものについて、県の施策を実現する上で

特に県の関わり方を強める必要があると認める場合には、その必要の程度に応じて、県の出資の割

合を四分の一又は二分の一以上に引き上げるよう努めるものとする。 

３ 県は、四分の一出資法人について、県の施策を実現する上で特に必要があると認める場合には、

県の出資の割合を二分の一以上に引き上げるよう努めるものとする。 

（自律的運営等への配慮） 

第十二条 知事等は、第四条から第七条まで及び第九条から前条までの規定の適用について、出資法

人の自律的運営及び県以外の出資者の利益を損なわないよう配慮しなければならない。 

（教育委員会等所管主要出資法人の特例） 

第十三条 知事は、教育委員会又は公安委員会の所管に係る主要出資法人について、必要と認めると

きは、当該委員会に対して、第四条から第七条まで及び第十条の規定による助言等を行うよう求め

ることができる。 

（出資） 

第十四条 県は、出資法人に係る出資を行うに当たっては、出資法人を通じて実現しようとする県の

行政目的の確実かつ効果的な達成の可能性、県の財政的負担、人的支援その他県の関わり方に関す

る事項について、十分配慮しなければならない。 

２ 県は、次の各号のいずれかに該当する出資、出えん又は信託を行う場合には、あらかじめ議会の

議決を経なければならない。ただし、法令に定めのある場合を除く。 

一 法人に対する県の出資の割合が四分の一以上になる場合の出資又は出えん 

二 四分の一出資法人に対する出資又は出えんにより県の出資の割合が二分の一以上になる場合の

出資又は出えん 

三 七千万円以上の出資、出えん又は信託（地方自治法第二百三十五条の四第一項の規定による歳

計現金の保管及び同法第二百四十一条第二項の規定による基金の運用の場合を除く。） 

（委任） 

第十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、平成十四年十月一日から施行する。 

２ 第九条の規定は、この条例の施行の日以後に事業年度が終了する主要出資法人の当該事業年度に

係る評価から適用する。 

附 則（平成二十年三月二十六日三重県条例第二十七号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、（中略）県の出資法人への関わり方

の基本的事項を定める条例第十条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （後略） 




